
 

船舶事故調査報告書 

令和６年７月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和６年１月２０日 ０３時００分ごろ 

発生場所 沖縄県うるま市伊計
い け い

島東方沖  

 伊計島灯台から真方位０９２°２.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯２６°２３.９′ 東経１２８°０２.２′） 

事故の概要 漁船神琉
しんりゅう

丸は、錨泊中、また、漁船鶚
みさご

丸は、南東進中、両船が衝

突した。 

事故調査の経過 令和６年２月１５日、主管調査官（那覇事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 神琉丸、４.８トン 

ＯＮ３ー２２６６２（漁船登録番号）、個人所有 

第２９６－１３８２０号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 鶚丸、４.６トン 

ＯＮ３－０７６９１（漁船登録番号）、個人所有 

第２９０－１８４８０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

乗組員Ａ、一級小型 

船長Ｂ、一級小型 

 負傷者 Ａ 軽傷 １人（船長Ａ） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部舷縁に亀裂、右舷操縦室壁面に擦過傷 

Ｂ 船首部外板に亀裂及び擦過傷、左舷船首部舷縁に割損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風速 約２.７m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び乗組員１人（以下「乗組員Ａ」という。）が乗

り組み、伊計島東方沖において錨泊し、法定灯火を表示して主機を停

止し、船長Ａが乗組員Ａに見張りを兼ねて一本釣り漁を行うように指

示した後、船室で待機した。 

乗組員Ａは、単独で漁を開始後、しばらくして一本釣りの仕掛けを

切られたので、船尾甲板右舷側で低い姿勢で下を向き、次の仕掛けを

作る作業に集中していたところ、右舷方から他船の機関音が聞こえた

ので顔を上げてその方向を見て、Ｂ船が間近に接近していることに気

付き、Ｂ船に向かって大声で叫んだものの、Ａ船の右舷中央部とＢ船

の船首部とが衝突した。 

 船室にいた船長Ａは、乗組員Ａの声に気付いて船窓から外を見たと

ころ、至近に接近するＢ船を認めたが、どうすることもできず、衝突



 

の衝撃で床面に腰を打った。 

船長Ａは、本事故後、病院を受診し、腰椎捻挫と診断された。 

乗組員Ａは、船長Ａから、漁を行う間は、見張りについても行うよ

うに指示を受けていたが、本事故当時、Ａ船が錨泊中であり、他船が

Ａ船を避けてくれると思っていたので、周囲の見張りを行わず、仕掛

けを作る作業に集中していた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、法定灯火を表示し、漁場に向か

う目的で、伊計島北方沖を自動操舵により約６.５ノットの対地速力

で南東進していた。 

 船長Ｂは、レーダーレンジを３Ｍとし、レーダー及び目視で前方を

確認していたが、左舷船首方約３Ｍにいた同航船２隻がＢ船の正船首

方を横切って右舷船首方に方位が変わり、その他に前路に他船がいな

いと思ったので、船尾甲板で下を向いて漁具の準備作業を行いながら

南東進を続けていたところ、Ｂ船とＡ船とが衝突したことに気付い

た。 

 船長Ｂは、漁具の準備作業を行う前に左舷船首方から右舷船首方に

移動した同航船２隻に意識を向けていたので、船首方にいたＡ船の

レーダー映像及び灯火に気付かなかったのではないかと本事故後に

思った。 

 船長Ｂは、本事故前、５分間くらいであれば、漁具の準備作業に従

事しても問題ないと思ったが、夢中になり、約２０分間同作業に集中

していたと本事故後に思った。 

分析  Ａ船は、法定灯火を表示した状態で錨泊して操業中、見張りを兼ね

て単独で一本釣り漁を行っていた乗組員Ａが、船尾甲板で低い姿勢で

下を向き、仕掛けを作る作業に集中していたことから、接近するＢ船

に気付くのが遅れ、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、自動操舵で南東進中、船長Ｂが、船首方に他船がいないと

思って、船尾甲板で下を向いて漁具の準備作業を行い、同じ針路及び

速力で航行を続けたことから、前路で錨泊中のＡ船に気付かず、Ａ船

と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、漁具の準備作業を行う前にレーダー及び目視で前方を確

認した際、左舷船首方から右舷船首方に移動した同航船２隻に意識を

向けていたことから、船首方にいたＡ船のレーダー映像及び灯火に気

付かなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が法定灯火を表示した状態で錨泊して操業

中、Ｂ船が自動操舵で南東進中、見張りを兼ねて単独で一本釣り漁を

行っていた乗組員Ａが仕掛けを作る作業に集中し、また、船長Ｂが船

首方に他船がいないと思って、船尾甲板で下を向いて漁具の準備作業

を行い、同じ針路及び速力で航行を続けたため、両船が衝突したもの

と考えられる。 



 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・一人乗り漁船の船長は、航行中、常時、目視及びレーダーによる

見張りを適切に行い、漁具の準備作業などの操船以外の作業を行

わないこと。 

 ・船長は、錨泊中、乗組員に単独で見張りを行わせる際は、常時、

適切な見張りを行わせ、接近する他船を認めた場合には、速やか

に報告させること。 

 ・乗組員は、錨泊中、船長の指示を受け、単独で見張りを行う場合

には、航行中の他船が錨泊中の自船を避けてくれると思わず、常

時、周囲の見張りを適切に行うこと。 

 


